








A
正
殿
の
正
面
図

「御
普
請
絵
図
帳
」
1
8
4
6
年

(那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
)

9



B
正
殿
の
唐
破
風

「御
普
請
絵
図
帳
」
1
8
4
6
年

(那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
)

1
0



C
正
殿
２
階
平
面
図

「
寸
法
記
」
1
7
6
8
年

（沖
縄
県
立
芸
術
大
学
所
蔵
) 1
1



D
正
殿
2
階
「
御
差
床
」
の
正
面
図
と
側
面
図

「
寸
法
記
」
1
7
6
8
年

（沖
縄
県
立
芸
術
大
学
所
蔵
)

1
2



E
正
殿
の
石
高
欄
と
大
龍
柱

「御
普
請
絵
図
帳
」
1
8
4
6
年

(那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
)

1
3



1
4

Ｆ
ル
ヴ
ェ
ル
テ
ガ

１
８
7
7
年
撮
影



Ｇ
貝
摺
奉
行
書
の
漆
器
製
作
図
案

右
図
＝
1
8
2
7
年

左
図
＝
1
8
7
0
年

「那
覇
市
史
」
資
料
篇
第
１
巻
1
0
所
収

1
5



Ｈ
貝
摺
奉
行
書
の
漆
器
製
作
図
案

右
図
＝
1
8
2
9
年

左
図
＝
1
8
7
0
年

「那
覇
市
史
」資
料
篇
第
１
巻
1
0
所
収

1
6



Ｉ
「御
冠
船
之
時
御
道
具
之
図
」
1
8
6
6
年

(沖
縄
県
立
博
物
館
・美
術
館
所
蔵
)

1
7



Ｊ
「御
冠
船
之
時
御
道
具
之
図
」
1
8
6
6
年

(沖
縄
県
立
博
物
館
・美
術
館
所
蔵
)

1
8



Ｋ
「火
花
方
日
記
」
1
8
6
6
年

〔
麻
生
伸
一
・茂
木
仁
史
編
「
『
火
花
方
日
記
』
の
研

究
」
（
榕
樹
書
林
）〕

1
9



Ｌ
「火
花
方
日
記
」
1
8
6
6
年

〔
麻
生
伸
一
・茂
木
仁
史
編
「
『
火
花
方
日
記
』
の

研
究
」（
榕
樹
書
林
）
〕

2
0



 

 

■復元対象年代一覧表〔仮称〕 【凡例】■（薄オレンジ色）復元対象年代、■（濃いオレンジ色）中核となる年代  →目玉焼きに例えると白身部分が復元対象年代、黄身部分が中核となる年代 

項目 再建年代（『球陽』） 「寸法記」 「中秋宴之図」 「尚家文書」 「冠船之時御座構之

図」冊封御規式之図 
新たな古写真（仏海軍人撮影写真） 旧国宝指定 昭和の大修理 沖縄戦終戦 前回（平成）の復元 備考 

西暦 1712年～1715年 1768年 重修 1838年 1846年 重修 1866年 1877年(明治10年） 1925年 1933年 1945年 1992年11月  

琉球、中国、（日本） 尚益3、康煕51 尚穆17、乾隆33 尚育4、道光18 尚育12、道光26 尚泰19、同治5 尚泰30 (大正14年) （昭和8年竣工） (昭和20年) （平成）4年）  

１ 

正

殿

の

基

本

方

針 

・前回復元の基本方

針 

「1712 年に再建さ

れ、1925 年に国

宝指定された正

殿を復元すること

を原則とする。」 

再建      国宝指定  終戦 ※前回復元は「拝殿図」の平面規

模・断面形状等を基礎に据え、間取

りや塗装・彩色等については「寸法

記」（1768 年）、『尚家文書』（1846

年）、昭和修理記録、古老へのヒア

リング等を根拠として復元。 

 

 

 

・今回復元の基本

方針は、前回復元

の基本方針を踏

襲する。 

 正殿に関する建築様式等の変遷を把握し、根幹的な資料である首里王府の記録

「寸法記」（1768年）や「御普請絵図帳」（1846年）等の尚家文書に依拠しつつ、昭

和初期の解体修理記録とそこに至るまでの諸情報を活用する。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

唐

破

風 

廻

り 

 

 

 

 

 

 

 

根拠資料等 

 

 

 

 

「首里城古絵図」部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

（文化庁文化財保護部建

造物課所蔵） 

  

 

 

 

 

 

 

『国営沖縄記念公園首里城地区 

建設の記録』【平成の復元】 

 

「首里古地図」（1701

～1707 年、沖縄県立

図書館所蔵） 

・「寸法記」 

（沖縄県立芸術大学所

蔵） 

・『沖縄文化の遺宝』

（鎌倉芳太郎著） 

・『御普請絵図帳』 

（尚家文書、那覇市所蔵） 

「冠船之時御座構

之図」（沖縄県立博

物館・美術所蔵） 

「仏海軍人撮影写真」 

（原版所蔵者：Hervé Bernard, France） 

※廃藩置県（1879年）の２年前 

旧国宝指定資料 ・昭和修理記録 

・古写真 

・古老へのヒアリング等 

 ・「寸法記」 

・「尚家文書」 

・昭和修理記録 等 

 

 

 

 

 

 

考  察 

 

 

 

 

 

 

 

「首里城古絵図」 

（文化庁文化財保護

部建造物課、1705年、

森政三コレクショ

ン、） 

・唐破風柱間一間 

・森政三資料では大

龍柱は正面向き。 

・平行階段 

 

 

 

 

 

 

 

 

・唐破風柱間三間 

・大龍柱は向き合う形。 

・正殿全体の詳細な記録があ

る。 

・向き合う形の大龍柱はその

一部である。 

・外部・内部の詳細な復元が可

能となった。 

・ハの字型階段 

 

 

 

 

 

 

 

・唐破風柱間三間 

・大龍柱は向き合う形。 

・台石は比較的小さい。 

・台石が45度回転して描いて

いるように見える。 

・階段の形や段数が異なって

おり、デフォルメされてい

る可能性もある。 

・ハの字型階段 

 

 

 

 

 

 

 

・唐破風柱間三間 

・大龍柱は向き合う形。 

・正殿全体の詳細な記録がある。 

・向き合う形の大龍柱はその一

部である。 

・間取りなど「寸法記」との表現

の違いが一部見られる。 

・外部・内部の詳細な復元が可能

となった。 

・ハの字型階段 

・末広がりの正面

階段と大型の台石

が描かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

・唐破風柱間三間 

・大龍柱は正面向き。 

・王国末期の姿を捉えている。 

・正殿と両廊下等の外観が確認でき

る。 

・正殿２階の窓に画簾が掲げられて

いる。 

・御庭の磚の構成がわかる。 

・建具や彫刻物の状況がわかる。 

  

 

 

 

 

・唐破風柱間三間 

・大龍柱は古老へのヒア

リングなどを受けて向

き合う形としている。 

・修理関係資料に「現在正

面向キヲ古代ノ通リ向合

二据直スコト」と記述。

（仲座久雄資料、県立博

物館・美術館所蔵） 

・外観上は王府時代の正

殿に近づけて保存修理

している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

『国営沖縄記念公園首里城地区 

建設の記録』【平成の復元】 

 

・唐破風柱間三間 

・「寸法記」と「尚家文書」、「拝殿

図」、古老へのヒアリング等を復

元根拠資料として、大龍柱は向

き合う形とした。 

 

「図帳<当方>」 

1839年頃か 

 

末広がりの正面階段

と大型の台石が描か

れている。 

 

 

 

 

大龍柱 

 

正面向き  向き合う形  不明         正面向き   向き合う形 向き合う形  

３．屋根色調・瓦当文様 

 

 

 

 

灰色系 大部分灰色系 灰色系・赤色系   灰色系・赤色系  灰色系・赤色系・ 

マンガン釉瓦 

 

 赤色系 

 

 

 ・灰色系から赤色系へ

の生産の移行期 

  

 

  

 

    図版出典『首里城関

係資料集』 

４．両廊下 

 

・正殿と同時に

再建 

          

５．御庭の磚  

 

     ・磚は明治期に撤去      撤去後のまま   

前回・今回復元の正殿の基本方針：復元対象年代の範囲（1712年～1945年〔233年間〕） 

未定稿 

西之廊下・南之廊下：「冠船之時御座構之図」１８６６年（同治5）、古写真、新たな古写真 
西之廊下：「冠船之時御座構之図」・阪谷図・古写真に
基づき、正殿と同時に復元。 

南之廊下：「冠船之時御座構之図」、阪谷図、遺構、古
写真に基づき、正殿と同時に復元 

「図帳（勢頭方）」（1839年〔道光19〕以前）、「横内図」（明治前期頃）、新たな古写真 「図帳」等に基づき、往時の御庭（磚敷き）に復元。 

○いタイプが主流と想定 

○A タイプが主流と想定 

・昭和修理前後の古写真から、赤色系時代の軒丸瓦の瓦

当文様○いタイプと軒平瓦の瓦当文様の○Ａタイプが多く確

認できる。 

○ろタイプ 

灰色系から続く文様として採用 

○A タイプ 

1768年～1846年（78年間） 1992年～2019年（27年間） 1933年～1945年（12年間） 1877年～1933年（56年間） 
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